
（平成２４年１０月２４日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認岡山地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 1 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 2 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 1 件



                      

岡山厚生年金 事案 1669 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められることから、

申立人のＡ社における当該期間の標準報酬月額に係る記録を、平成 13 年８月

から 14 年 12 月までは 17 万円に、15 年１月から 16 年２月までは 18 万円に、

同年３月から同年９月までは 20 万円に、同年 10 月から 17 年２月までは 19

万円に、同年３月から同年８月までは 20 万円に、同年９月から 18 年２月ま

では 19万円に、同年３月から 19年８月までは 20万円に訂正することが必要

である。 

申立人は、申立期間②から⑪までについて、その主張する標準賞与額に基

づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認められるこ

とから、申立人のＡ社における当該期間の標準賞与額に係る記録を、平成 15

年８月８日は 14万 7,000円、同年 12月 22 日は 15万 2,000円、16年８月 11

日は 16 万円、同年 12 月 22 日は 17 万 5,000 円、17 年８月 11 日は 17 万円、

同年 12 月 22 日は 21 万 4,000 円、18 年８月 11 日は 23 万円、同年 12 月 20

日は 25 万円、19 年８月 31 日は 24 万円、同年 12 月 25 日は 24 万円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額及び標準賞与額に基づく厚生

年金保険料（訂正前の標準報酬月額及び標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 53年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： ① 平成 13年８月１日から 19年９月１日まで 

         ② 平成 15年８月８日 

③ 平成 15年 12月 22日 

④ 平成 16年８月 11日 

⑤ 平成 16年 12月 22日 

⑥ 平成 17年８月 11日 

         ⑦ 平成 17年 12月 22日 

         ⑧ 平成 18年８月 11日 

         ⑨ 平成 18年 12月 20日 

         ⑩ 平成 19年８月 31日 

  



                      

         ⑪ 平成 19年 12月 25日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間①の標準報

酬月額並びに申立期間②、③及び⑤から⑪までの標準賞与額について、実

際に支給された金額と比較して年金記録が低額となっており、申立期間④

については、賞与が支給され、厚生年金保険料が控除されていたにもかか

わらず、記録が無いため、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下

「厚生年金特例法」という。)に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、こ

れに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除し

ていたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに

見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のい

ずれか低い方の額を認定することとなる。 

    また、厚生年金特例法に基づき標準賞与額について記録の訂正等を行う

場合も、同様に、源泉控除されていたと認められる保険料額及び申立人の

賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額のいずれか低い方の額を認定するこ

ととなる。 

２ 申立期間①のうち、平成 13 年８月から 16 年６月までについては、給料

台帳等の保険料控除を確認できる書類は存在しないが、オンライン記録に

おいて、申立期間①の始期である 13 年８月に申立人の標準報酬月額が 17

万円から 13万 4,000 円へと著しく低下していることが確認できるところ、

その前月に当たる 13 年７月と同等の額の給与が、同年８月から同年 12 月

まで、申立人の預金口座に振り込まれていたことが申立人の所持する預金

通帳から確認できることから、同期間について、申立人は、平成 13 年７月

の標準報酬月額である 17 万円に見合う厚生年金保険料を控除されていたと

推認できる上、この場合、計算された社会保険料控除額は、平成 13 年分給

与支払報告書と符合する。 

また、申立期間①のうち、平成 14 年１月から 16 年６月までについても、

給与の振込額は、オンライン記録における標準報酬月額を超えている上、

平成 14 年分、15 年分及び 16 年分給与支払報告書の社会保険料控除額に見

合う標準報酬月額についても、オンライン記録における標準報酬月額を超

えていることが確認できる。 

さらに、申立期間①のうち、平成 16 年７月から 19 年８月までについて

は、申立てに係る事業所が保管する給料台帳又は源泉徴収簿兼賃金台帳か

ら、申立人の報酬月額及び控除されていた社会保険料額に見合う標準報酬

月額は、オンライン記録における標準報酬月額を超えていることが確認で

きる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①について、その主

張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除

  



                      

されていたと認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額は、上記の預金通帳、給与支払報告書、

給料台帳及び源泉徴収簿兼賃金台帳で確認又は推認できる厚生年金保険料

額から、平成 13年８月から 14年 12月までを 17万円に、15年１月から 16

年２月までを 18 万円に、同年３月から同年９月までを 20 万円に、同年 10

月から 17年２月までを 19万円に、同年３月から同年８月までを 20万円に、

同年９月から 18 年２月までを 19 万円に、同年３月から 19 年８月までを

20万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行したか否かについては、事業主からの供述は得られない

が、上記の関連資料において確認又は推認できる保険料控除額に見合う標

準報酬月額と社会保険事務所（当時）で記録されている標準報酬月額が長

期間にわたり一致していないことから、事業主は、上記の関連資料で確認

又は推認できる給与総額及び保険料控除額に見合う報酬月額を届け出てお

らず、その結果、社会保険事務所は、申立人が主張する標準報酬月額に見

合う厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 

３ 申立期間②及び③について、平成 15 年分給与支払報告書の社会保険料控

除額は、当該年におけるオンライン記録の標準賞与額に見合う社会保険料

額を超えていることが確認できる。 

また、申立人が所持する預金通帳及び申立てに係る事業所が保管する給

料台帳又は源泉徴収簿兼賃金台帳から、申立期間④について、申立人は、

申立てに係る事業所から賞与の支払を受け、厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたと認められ、申立期間⑤から⑪までについても、

申立人の賞与額及び控除されていた社会保険料額に見合う標準賞与額は、

オンライン記録における標準賞与額を超えていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間②から⑪までについ

て、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたと認められる。 

また、申立人の申立期間②から⑪までの標準賞与額については、上記の

預金通帳、市県民税課税台帳及び源泉徴収簿兼賃金台帳で確認又は推認で

きる厚生年金保険料額から、平成 15 年８月８日は 14 万 7,000 円、同年 12

月 22日は 15万 2,000 円、16年８月 11日は 16万円、同年 12月 22日は 17

万 5,000 円、17 年８月 11 日は 17 万円、同年 12 月 22 日は 21 万 4,000 円、

18 年８月 11 日は 23 万円、同年 12 月 20 日は 25 万円、19 年８月 31 日は

24万円、同年 12月 25日は 24万円とすることが必要である。 

なお、事業主が上記訂正後の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行したか否かについては、事業主からの供述は得られないが、

複数の者についても、申立人と同様にオンライン記録における標準賞与額

  



                      

  

に基づく厚生年金保険料を超える厚生年金保険料が控除されていることか

ら、事業主は、上記の関連資料において確認又は推認できる保険料控除額

に見合う賞与額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人

が主張する標準賞与額に見合う厚生年金保険料について納入の告知を行っ

ておらず、事業主は、当該保険料（訂正前の標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

岡山国民年金 事案 985 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成３年６月、同年７月及び同年９月の国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

    住 所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成３年６月及び同年７月 

             ② 平成３年９月 

平成５年頃に、母がＡ市役所にて、国民年金の加入手続を行ってくれ、

その後、３年６月から４年４月までの国民年金保険料を、同市役所から郵

送されてきた納付書にて、同市役所の窓口にて数回に分けて納付してくれ

た。同市役所の職員に、３年５月分以外の保険料は納付できると言われ、

同年６月以降の未納となっていた全ての期間の保険料を納付してくれたは

ずなので、申立期間の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が居住する市が保管する国民年金資格取得・異動届書から、申立人

は、申立期間に係る国民年金の加入手続を平成５年９月６日に行っているこ

とが確認でき、この加入時点では、申立期間①の国民年金保険料は時効によ

り納付することができない上、同市が保管している国民年金被保険者名簿に

よると、申立期間②の保険料が、５年 11 月 12 日に納付されていたが、この

時点において、同期間の保険料は時効により収納できないため、時効完成前

の平成３年 10月分の保険料に充当されていることが確認できる。 

また、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料納付に関与しておらず、

これを行ったとする申立人の母親は、申立期間当時の納付状況を具体的に記

憶していない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに、申立期間に係る保険料が

納付されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 

  



 

岡山厚生年金 事案 1670 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 37年 11月 10日から同年 12月１日まで 

         ② 昭和 41年 12月 26日から 42年２月１日まで 

夫は、昭和 37 年 11 月 10 日から 41 年４月 25 日までの期間においてＡ

社に勤務していたはずである。また、同日から 42 年２月１日までの期間

はＢ社Ｃ出張所に勤務していたはずなので、申立期間を厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間①について、申立人と同様に、Ｂ社において被保険者資格を喪失

し、約１か月後にＡ社において被保険者資格を取得している同僚が二人確認

できるところ、これらの同僚は「自身は、Ｂ社を退職後、Ａ社に就職した。

また、Ｂ社からＡ社へ出向又は転勤した従業員がいたと聞いたことは無い。」

と証言している。 

また、Ｂ社は、「申立人は、退職後来社した際に、友人を頼りにＤ県に行き、

Ａ社に就職したと述べていた。」と回答している。 

さらに、Ａ社は、当時の資料が保管されておらず、申立人に係る届出及び保

険料控除については不明である旨回答しており、申立人の厚生年金保険料の

控除について確認できない。 

 申立期間②について、Ｂ社は、「申立人は、退職後来社した際に、Ｅ県で

就職するために、Ｂ社Ｃ出張所を退職して、１か月か２か月後、Ｂ社に再就

職したと述べていた。」と回答している。 

また、Ｂ社は、当時の資料は保管されておらず、申立人に係る届出及び保険

料控除については不明である旨回答しており、申立人の厚生年金保険料の控

除について確認できない。 

 



 

 

 このほか、申立人に係る申立期間①及び②の厚生年金保険料が控除されて

いたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間の厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 


